
る
こ
と
L
な
っ
た
。

農
業
協
同
組
合
、
小
売
業
者

信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
銀
行

農
林
中
央
金
庫

日
歩
二
銭
五
厘

日
歩
二
銭
=
厘

日
歩
二
銭

【
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
】

昭
和
二
十
八
年
分

月

「
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法」
の
成
立
に
つ
い
て

農
林
漁
業
資
金
融
通
特
別
会
計
の
貸
付
金
微
増
大
に
伴
い
、
こ
れ
を
独
立
の
政
府
金
削
機
関

の
手
に
移
し
管
理
の
万
全
を
期
す
る
等
の
飽
回
日
か
ら
政
府
に
お
い
て
は
予
て
よ
り
農
林
抑
業
金

融
公
庫
の
設
立
を
検
討
し
て
い
た
が
、
今
般
「
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
」
が
国
会
を
通
過
し
た
の

で
愈
々
来
る
四
月
一
日
か
ら
同
公
庫
が
発
足
す
る
こ
と
L
な
っ
た
。

右
法
律
の
要
項
等
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

付

目

・

的

農
林
ぬ
業
金
融
公
庫
は
農
林
、
油
業
者
に
対
し
農
林
漁
業
の
生
産
力
の
維
持
増
進
に
必
要
な

長
期
且
つ
低
利
の
資
金
で
農
林
中
金
そ
の
他
一
般
の
金
融
機
関
が
融
通
す
る
こ
と
を
困
難
と

す
る
も
の
を
融
通
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

同

資

本

金

農
林
漁
業
資
金
融
通
特
別
会
計
の
廃
止
の
際
に
お
け
る
資
産
の
価
額
か
ら
負
債
の
金
額
を

差
引
い
た
額
(
概
ね

一
五
五
億
円
)
と
開
銀
か
ら
本
継
す
る
見
返
資
金
特
別
会
計
の
農
林
水
産

業
へ
の
貸
付
債
権
額
と
の
合
計
額
と
す
る
。

同

業

務
農
業
(
畜
産
業
及
び
養
蚕
業
を
含
む
)
、
林
業
、
漁
業
、
塩
業
を
営
む
者
又
は
こ
れ
ら
の
者

の
組
織
す
る
法
人
に
対
し
左
に
掲
げ
る
資
金
を
貸
付
け
る
こ
と
を
業
務
と
し
、
当
初
予
定
さ

れ
て
い
た
債
務
保
証
業
務
は
行
わ
な
い
こ
と
、み
す
る
。

附
農
地
又
は
牧
野
の
改
良
、
造
成
文
は
復
旧
に
必
要
な
資
金

制
造
林
に
必
要
な
資
金

付
森
林
の
立
木
の
伐
採
制
限
に
伴
い
必
要
な
資
金

総
務
部
短
信

昭
和

二
十

λ
年

分

同
門
林
道
の
改
良
、
造
成
又
は
復
旧
に
必
要
な
資
金

例
蹴
港
施
設
の
改
良
、
造
成
、
復
旧
又
は
取
得
に
必
要
な
資
金

付

製
織
施
設
の
改
良
、
造
成
又
は
復
旧
に
必
要
な
資
金

的

農
林
漁
業
者
の
共
同
利
用
に
供
す
る
施
設
の
改
良
、
造
成
、
復
旧
文
は
取
得
に
必
要
な

資
金

閉

そ

の

他
農
林
協
議
の
生
産
力
の
維
持
増
進
に
必
要
な
施
設
の
災
害
復
旧
に
必
要
な
資
金

で
あ
っ
て
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
も
の

同
開
銀
及
び
農
林
中
金
か
ら
の
貸
付
金
債
権
の
意
継
及
び
龍
受

公
庫
は
特
別
会
計
の
権
利
義
務
官
京
継
す
る
外
、
開
銀
及
び
農
林
・
中
金
か
ら
左
の
貸
付
金

償
掘
を
承
継
又
は
髄
受
け
る
。

。

附
開
銀
か
ら
の
示
継

・

.

ω
見
返
資
金
の
農
林
水
産
業
へ
の
貸
付
金
債
権
約
六

O
O百
万
円

問

視

金

関

係

の

手

手

約

一

o
o
ty

問
開
銀
プ
ロ
パ
l
の

手

長

約

五

手

同
農
林
中
金
か
ら
の
諮
受

昭
和
二
十
三
年
農
林
中
金
に
お
い
て
実
施
し
た
農
林
漁
業
に
対
す
る
復
興
融
資
に
よ
る

貸
付
金
債
権
ハ
残
高
約
一

O
億
円
l
融
資
総
額
約
二

O
億
円
)

伺

借

入

金

公
庫
は
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
政
府
(
資
金
運
用
部
又
は
見
返
資
金
〉
か
ら
資
金
の
借

入
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
外
、
外
国
の
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
か
ら
外
貨
資
金
の
借
入
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【昭
和
二
十
八
年
一
月
五
日
】

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
に
つ
い
て

中
小
総
業
者
の
漁
業
経
営
に
必
要
な
資
金
の
融
過
を
円
滑
に
し
、
中
小
漁
業
の
振
興
を
図
る

目
的
を
以
て
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
が
公
布
施
行
(十
二
月
ご
十
七
日
)
さ
れ
た
が
木
法
の
内
容

は
概
ね
次
の
通
り
で
あ
る
。

付
漁
業
協
同
組
合
等
の
中
小
漁
業
者
及
び
地
方
公
共
団
体
を
会
員
と
し
、
原
則
と
し
て
県
単

位
に
漁
銭
信
用
基
金
協
会
を
殻
立
す
る
。

同
漁
業
信
用
基
金
協
会
の
行
う
債
務
保
証
の
対
訟
資
金
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

刷

会
員
で
あ
る
漁
業
協
同
組
合
が
そ
の
組
合
員
の
中
小
漁
業
者
に
対
し
そ
の
漁
業
経
営
に

必
要
な
資
金
を
貸
付
け
る
た
め
に
必
要
な
資
金

六
二
七



付

録

肘
会
員
で
あ
る
中
小
油
業
者
(
組
合
、
法
人
及
び
個
人
)
が
そ
の
漁
業
を
経
営
す
る
た
め
に

必
要
な
資
金

川
門
的
及
び
肘
の
外
、
会
員
で
あ
る
水
産
業
協
同
組
合
が
そ
の
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な

資
金

同
協
会
の
会
員
は
出
資
金
(
一
口
の
金
繍
五
万
円
以
上
)
を
油
業
権
証
券
又
は
現
金
で
払
込

む
。
(
全
国
で
二
O
億
円
を
予
定
)

側

協
会
は
払
込
ま
れ
た
出
資
金
の

一
定
倍
数
(
四
倍
乃
至
五
倍
在
予
定
)
を
限
度
と
し
て
会
員

の
金
融
機
関
(
山
居
中
、
信
漁
連
、
銀
行
及
び
政
令
で
定
め
る
も
の
〉
か
ら
の
借
入
に
つ
き
保
証

を
行
う
。

国
政
府
は
中
小
漁
業
融
資
保
証
保
険
特
別
会
計
を
設
置
し
て
協
会
の
右
保
証
債
務
の

一
定
割

合
(
七
O
M
m又
は
五

O
W渇
)
を
保
険
す
る
。

即
，
ち
、
政
府
と
し
て
は
本
法
に
よ
り
漁
業
協
同
組
合
等
保
有
の
漁
業
権
証
券
の
中
二

O
億
円

見
当
の
も
の
を
資
金
化
し
、
こ
れ
を
基
金
と
し
て
会
員
の
借
入
依
務
を
保
証
す
る
こ
と
に
よ
り

一
O
O億
円
見
当
の
新
規
資
金
が
農
林
中
金
そ
の
他
の
金
融
機
関
か
ら
、
油
業
者
に
融
資
さ
れ
る

と
と
を
期
待
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

【
昭
和
二
十
八
年
一
月
十
六
日
】

外
国
為
替
引
当
貸
付
の
実
施
に
つ
い
て

輸
出
貿
易
を
促
進
す
る
た
め
、
外
国
為
替
銀
行
の
期
限
付
輸
出
手
形
買
取
に
伴
う
円
資
金
合

本
行
よ
り
供
給
す
る
こ
と
L
な
っ
た
の
で
、
新
た
に
外
国
為
替
引
当
貸
付
手
続
が
制
定
さ
れ
、

差
当
り
本
山
間
(
営
業
向
)
、
大
阪
、
名
古
屋
、
神
戸
の
四
ケ
胞
で
ご
月
二
日
よ
り
実
施
さ
れ
る
こ

と
L
な
っ
た
。

右
外
国
為
替
引
当
貸
付
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

貸

付

方

法

山
手
形
貸
付
の
方
法
に
よ
る
。

間

引
当
外
国
為
替
手
形
は
差
当
り
不
改
変
信
用
軟
に
基
〈
一一一
ヶ
月
以
内
の
ア
メ
リ
カ
合
旅

国
通
貨
又
は
迎
合
王
国
通
貨
表
示
の
期
限
付
輸
出
手
形
(
以
下
引
当
手
形
と
い
う
)
に
限

る
。

同

貸

付

金

額

貸
付
金
制
は
引
当
手
形
金
矧
を
取
引
先
の
適
用
し
た
質
相
場
に
よ
り
換
算
し
た
邦
貨
制
の

範
囲
内
。

伺
貸
付
の
限
度
額

六
二
八

取
引
先
の
輸
出
手
形
買
取
実
績
(
差
当
り
特
別
決
済
勘
定
決
済
に
係
る
も
の
を
除
く
)
に
よ

り
限
度
額
を
設
け
、
三
ヶ
月
毎
に
限
度
額
の
更
新
を
行
う
。

同
貸
付
の
期
限

引
当
手
形
の
支
払
期
日
又
は
予
定
支
払
期
日
ま
で
以
内
。

伺
貸
付
の
利
息

山
引
当
手
形
の
手
形
金
額
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
表
示
の
も
の
日
歩
五
一胆

間

引

当
手
形
の
手
形
金
額
が
連
合
王
国
通
貨
表
示
の

も

の

日

歩

七

厘

五

毛

と
し
割
引
の
方
法
に
よ
り
両
入
で
徴
収
。

尚
貸
付
が
延
滞
と
な
っ
た
場
合
は
延
滞
刺
息
(
日
歩
三
銭
)
を
徴
収
す
る
。

例
引
当
及
び
担
保

ω
貸
付
に
対
し
て
は
貸
付
金
額
以
上
の
引
当
価
額
の
あ
る
引
当
手
形
が
引
当
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
要
す
る
。

間
必
要
に
応
じ
引
当
手
形
を
木
行
に
・
袈
替
譲
渡
せ
し
め
る
外
、
本
行
が
適
当
と
認
め
る
担

保
を
差
入
れ
せ
し
め
得
る
と
と
L
す
る
。

【
昭
和
二
十
八
年
一
月
二
十
七
日
】

四

月

ガ
ス
用
炭
の
弗
地
減
よ
り
の
輸
入
に
対
す
る
別
口
外
国
為
替
貸
付
の
適
用
に
つ
い
て

ガ
ス
刑
炭
の
輸
入
に
つ

い
て
は
従
来
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
及
び
特
別
決
済
勘
定
地
域
よ
り
の

輸
入
に
の
み
別
口
外
国
為
替
貸
付
の
適
用
を
認
め
て
い
た
が
、
昭
和
二
十
八
年
度
ガ
ス
部
門
に

対
す
る
外
炭
輸
入
割
当
は
外
貨
資
金
繰
に
よ
っ
て
そ
の
殆
ど
が
米
国
炭
の
輸
入
で
賄
わ
れ
る
見

込
で
あ
り
、
芳
R
現
在
肥
料
工
業
中
特
に
硫
安
の
生
産
者
価
格
引
下
に
つ
い
て
稿
、、
対
策
が
考

臆
さ
れ
て
い
る
折
柄
ガ
ス
会
社
が
輸
入
炭
を
使
間
し
て
生
産
す
る
メ
ー
カ
ー
向
コ
ー
ク
ス
の
販

売
価
格
引
下
に
よ
っ
て
多
少
と
も
硫
安
生
産
省
側
枯
の
引
下
に
資
す
る
た
め
、
今
般
適
用
地
域

を
拡
張
し
て
州
地
域
よ
り
の
輸
入
の
場
合
に
も
左
記
要
領
に
よ
り
適
用
す
あ
と
と
L
し
た
。

記

付
貸
付
の
対
象

ガ
ス
用
山
灰
の
輸
入
に
伴
う
輸
入
手
形
等
決
済
資
金
又
は
送
金
資
金

口

貸

付

期

間

輸
入
手
形
等
到
話
時
よ
り
五
ヶ
月
以
内
の
必
要
最
知
則
問
。
但
し
、
輸
入
、
決
済
資
金
手
形

制
度
で
四
ヶ
月
適
用
地
域
よ
り
輸
入
の
場
合
は
、
六
ヶ
月
以
内
の
必
要
最
知
期
間



伺
本
措
置
は
昭
和
二
十
八
年
四
月
一

H
以
降
信
用
状
が
開
設
さ
れ
又
は
送
金
が
行
わ
れ
る
分

に
つ
き
適
用
す
る
。

門
昭
和
二
十
八
年
四
月
六
日
】

五

月

昭
和
二
十
八
年
度
購
繭
手
形
に
引
続
き
本
行
ス
タ
ン
プ
手
形
制
度
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
に
つ

い
て木

年
度
の
産
繭
も
昨
年
に
引
続
き
増
産
が
予
想
さ
れ
S
H
1

繭
側
も
高
値
を
見
込
ま

れ
る
折

柄
、
と
れ
に
伴
う
購
繭
資
金
量
も
増
間
の
見
込
で
而
も
そ
れ
が
季
節
的
に
集
中
し
て
需
要
さ
れ

る
等
の
特
殊
性
に
鑑
み
、
木
年
度
に
お
い
て
も
棉
械
生
糸
製
造
業
者
、
蚕
種
製
造
業
特
及
び
輸

出
玉
糸
指
定
製
造
業
者
が
購
繭
資
金
調
達
の
た
め
蹴
出
す
手
形
に
つ
い
て
は
、
現
行
同
様
の
要

領
に
よ
り
引
続
会
本
行
ス
タ
ン
プ
手
形
制
度
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

円
昭
和
二
十
八
年
五
月
六
日
】

両
建
預
金
等
の
自
粛
方
策
に
つ
い
て

市
中
金
融
機
関
の
両
建
預
金
等
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
大
蔵
省
に
お
い
て
も
行
過
ぎ
の

な
い
よ
う
度
々
警
告
を
発
し
て
来
た
が
、
今
般
全
国
銀
行
協
会
連
合
会
に
お
い
て
は
方
の
如
き

自
粛
方
策
を
決
定
、
こ
れ
が
周
知
徹
底
方
を
各
地
銀
行
協
会
宛
通
牒
し
た
。

付
手
形
貸
付
と
同
時
に
そ
の
貸
金
の
一
部
を
も
っ
て
定
期
預
金
を
創
設
す
る
こ
と
は
純
対
に

し
な
い
こ
と
。

伺

定

期

預
金
担
保
の
手
形
貸
付
の
金
利
を
引
下
げ
る
こ

と

〈凡
そ
日
歩

一
銭
九
厘
以
下
と
す

る)。

伺
手
形
の
割
引
に
対
し
定
期
預
金
を
根
抵
当
と
し
て
差
入
あ
る
と
き
は
、
凡
そ
そ
の
定
期
預

金
額
に
見
合
う
部
分
の
割
引
金
利
を
引
下
げ
る
こ
と
(
通
常
の
約
定
利
率
よ
り
日
歩
-
二
座
以

上
引
下
げ
宏
適
当
と
す
る
)
。

同

h

少
税
預
金
の
歩
積
率
並
び
に
積
立
限
度
は
相
手
方
の
信
用
度
に
よ
り
異
る
こ
と
は
巴
む
を

相
仰
な
い
が
、
行
過
ぎ
は
絶
対
に
戒
め
、
且
つ
樹
立
額
が
適
当
微
を
越
え
た
場
合
は
、
そ
れ
以

上
の
も
の
は
必
要
に
応
じ
解
脱
す
る
か
或
は
割
引
金
利
の
引
一卜
の
措
置
を
と
り
、
荷
も
不
当

の
そ
し
り
を
受
け
ざ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

伺
割
噌
金
附
定
期
預
金
の
発
行
額
を
実
質
的
消
化
可
能
額
に
押
え
、
過
大
と
な
ら
ざ
る
よ
う

留
意
す
る
こ
と
。

村
自
粛
の
突
を
挙
げ
る
た
め
各
行
に
お
い
て
自
主
的
に
各
庖
舗
の
内
検
査
を
髄
時
実
行
し
、

総
務
部
短
信

附
和

二
十

八
年
分

行
過
W
C
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
是
正
せ
し
め
る
こ
と
。

【脳
和
二
十
八
年
五
月
六
日
】

ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
及
び
特
別
決
済
勘
定
地
域
よ
り
の
輸
入
に
か
か
る
別
口
外
国
為
替
貸
付
の

金
利
変
更
に
つ
い
て

今
般
英
締
勘
定
残
高
及
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
除
〈
特
別
決
済
勘
定
説
高
の

減
少
並
び
に
骸
地
域
の
主
要
原
料
輸
入
価
格
の
低
落
傾
向
等
に
鑑
み
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
峨
及

び
特
別
リ
決
済
勘
定
地
域
よ
り
の
輸
入
に
か
か
る
別
口
外
国
為
替
貸
付
の
金
利
を
左
の
通
り
変
更

し、

昭
和
二
十
八
年
五
月
二
十
五
日
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

H

ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
及
び
特
別
決
済
勘
定
地
域
よ
り
の
輸
入
に
か
か
る
別
口
外
国
為
替
貸

付
の
金
利
は
年
四
分
〈
業
者
負
担
年
五
分
以
内
)
と
す
る
。
但
し
、
特
別
決
済
制
'
辺
地
域
の
う

ち
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
及
び
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
よ
り
の
輸
入
に
か
か
る
別
口
外
国
為
替
貸
付
の
金
利

は
従
来
週
り
と
す
る
。

同

経

過

措

世

ω
昭
和
二
十
八
年
五
月
二
十
三
H
以
前
に
お
い
て
既
に
別

n外
国
為
替
貸
付
の
貸
付
承
認

を
受
け
、
且
つ
確
定
輸
入
契
約
締
結
済
の
も
の
に
つ
い
て
は
変
.
吏
前
の
金
利
を
適
用
す

る。

同
昭
和
二
十
八
年
五
月
二
十
三
日
以
前
に
お
い
て
既
に
別
口
外
国
為
替
貸
付
実
行
中
の
も

の
及
び
刊
に
よ
り
同
年
五
月
二
十
五
日
以
降
に
お
い
て
変
更
前
の
金
利
が
適
用
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
外
国
為
抽
宵
銀
行
か
ら
提
出
を
受
け
た
外
貨
約
束
手
形
の
最
初
の
替
替
又

は
差
換
の
期
日
に
お
い
て
変
更
後
の
金
利
を
適
用
す
る
。【

昭
和
二
十
八
年
五
月
二
十
五
日
】

七

月

小
額
通
貨
の
整
理
及
び
支
払
金
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て

現
在
流
通
を
認
め
ら
れ
て
い
る
一
円
以
ト
の
小
額
通
貨
(
一

円
の
白
木
銀
行
券
を
除
〈
)
は
五

九
種
類
の
多
き
に
上
り
、
そ
の
形
聴
紫
材
、
梯
式
等
極
め
て
区
々
で
あ
る
詐
り
で
な
く
補
助

貨
は
そ
の
来
材
価
値
が
呼
称
価
値
を
上
廻
る
な
ど
こ
の
健
放
置
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考

え
ら
れ
る

一
方
、
今
日
で
は
と
れ
ら
通
貨
は
実
際
取
引
に
殆
ど
必
要
が
な
い
実
情
で
あ
る
の

で
、
今
般
こ
れ
ら
小
額
通
貨
を
盤
理
す
る
と
と
も
に
一
円
未
満
の
通
貨
の
発
行
を
停
止
す
る
こ

と
と
し
、
こ
れ
に
伴
い
現
金
支
払
の
場
合
に
お
け
る
支
払
命
の
端
数
計
算
の
品
単
を
定
め
て
取

引
の
阿
沼
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
首
魁
の
法
律
が
七
月
十
五
日
公
布
施
行
さ
れ
た
。

六
二
九



付

録

そ
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

H
小
額
通
貨
の
整
理

附
整
理
の
対
象
と
な
る
小
額
通
貨

一
円
以
下
の
補
助
貨
幣

五
十
銭
の
小
額
紙
幣

十
銭
、
五
銭
の
白
木
銀
行
券

例
適
用
禁
止
及
び
引
換

本
年
末
限
り
通
用
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
明
年
一
月
よ
り
六
月
末
迄
に
日
本
銀
行
本

支
庖
代
理
屈
及
び
郵
便
局
で
引
換
を
行
う
。

こ
の
場
合
小
額
通
貨
の
合
計
額
に
つ
〈
端
数
に
つ
い
て
は
五
十
銭
以
上
は
切
上
げ
て
一

円
と
し
〈
一
人

一
回
に
限
る
)
五
十
銭
未
満
は
切
捨
て
て
計
算
し
、
切
上
引
換
に
よ
り
日
本

銀
行
(
郵
便
局
を
含
む
〉
が
支
払
っ
た
金
額
と
受
入
れ
た
金
額
と
の
差
額
は
政
府
が
補
償
す

る
も
の
'
と
す
る
。

伺

一
円
未
満
の
通
貨
の
先
行
停
止

政
府
及
び
日
本
銀
行
は
明
年
一
月
一
日
以
後
一
円
未
満
の
額
面
価
格
を
有
す
る
補
助
貨

幣
、
小
額
紙
幣
及
び
日
本
銀
行
券
を
発
行
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

同
伯
務
支
払
金
一
の
端
数
計
算

明
年
-
月
一
日
以
後
債
務
の
弁
済
を
現
金
で
行
う
場
合
、
そ
の
支
払
う
ベ
会
金
額
に
一

円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
五
十
銭
未
満
は
切
捨
て
、
五
十
銭
以
上
は
一
円
に
切
上
げ
て

計
算
す
る
。

同

国

体

出
納
金
等
端
数
計
算
法
の
改
正

関
陣
出
納
金
等
端
数
計
算
法
に
つ
い
て
円
位
来
繊
の
支
払
を
行
う
例
外
規
定
の
削
除
等
所

要
の
改
正
を
加
え
る
。

【昭
和
二
十
八
年
七
月
十
五
日
】

相
互
銀
行
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

相
互
銀
行
に
内
国
為
株
取
引
を
認
め
る
首
題
の
法
律
は
七
月
二
十
四
日
間
会
を
通
過
成
立
し

た
が
、
そ
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る。

付
相
互
銀
行
の
業
務
と
し
て
新
た
に
「
内
国
為
替
取
引
」
を
加
え
る
。

同
相
互
銀
行
が
「
内
国
為
替
取
引
」
を
営
も
う
と
す
る
と
き
は
大
路
大
臣
の
認
可
を
嬰
す
る
。

同
認
可
を
受
け
な
い
で
「
内
国
為
替
取
引
」
を
行
っ
た
相
互
銀
行
の
役
員
又
は
支
配
人
に
対
し

て
は

一
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

王
四
種
類

四
手

六一二

O

な
お
、
同
法
の
成
立
に
際
し
「
内
聞
為
替
取
引
を
な
る
べ
〈
多
〈
の
相
互
銀
行
に
認
め
る
よ

う
政
府
に
お
い
て
善
処
さ
れ
た
い
」
旨
の
附
帯
決
議
が
な
さ
れ
た
。

【昭
和
二
十
八
年
七
月
二
十
五
日
】

八

月

中
小
企
業
金
融
公
庫
法
の
成
立
に
つ
い
て

中
小
企
業
者
の
行
う
事
業
の
振
興
に
必
要
な
長
則
資
金
で
、
-
般
の
金
融
機
関
が
融
通
困
難

と
す
る
も
の
を
融
通
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
中
小
企
業
金
融
公
庫
を
設
立
す
る
た
め
の
中
小

企
業
金
融
公
庫
法
は
、
七
月
二
十
七
日
国
会
を
通
過
し
八
月
一
口
公
布
施
行
さ
れ
た
が
、
そ
の

概
要
は
次
の
迎
り
で
あ
る
。

な
お
公
昨
は
九
月
初
伺
業
務
附
始
の
見
込
で
あ
る
。

付
資
本
金
一
般
会
計
か
ら
の
出
資
一
一
一一O
億
円
と
政
府
の
産
業
投
資
特
別
会
計
か
ら
出

資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
(
未
定
)
と
の
合
計
額

主
た
る
事
務
所
を
東
京
都
に
慣
き
、
必
要
な
地
に
従
た
る
事
務
所
を
設
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
(
当
分
主
た
る
事
務
所
の
み
)

総
裁
一
人
、
理
事
凶
人
以
内
、
院
事
二
人
以
内

的
資
本
金
一
千
万
円
以
下
の
会
社
、
従
業
員
三
百
人
(
商
業
サ
ー
ビ
ス
業

は
三
十
人
、
鉱
業
は
千
人
)
以
下
の
会
社
及
び
個
人

ロ

同
市
部
・

務

所

同
役

員

胸
中
小
企
業
者

の
鞄
四

伺
業
務
の
委
託

中
小
企
業
等
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
、
同
連
合
会
、
本
託
業
協
同

組
合
、
森
林
組
合
、
同
迎
合
会

川
従
業
員
三
百
人
以
下
の
医
療
法
人
、
別
挫
組
合
、
問
迎
合
会

但
し
附
肘
は
政
令
に
よ
っ
て
十
七
業
離
を
揃
定
の
予
定

公
庫
は
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
金
融
機
関
に
対
し
、
そ
の
業
務
を
委
託

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
陣
は
主
務
大
阪
の
認
可
を
受
け
て
政
府
か
ら
借
入
す
る
こ
と
が
で
お
C

る。

【附
和
二
十
八
年
八
月
五
U
】

同
{悶

入

金

信
用
保
桓
協
会
法
の
成
立
に
つ

い
て

信
用
保
証
協
会
の
制
肢
を
確
立
し
以
て
中
小
企
業
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し



八
月
七
日
国
会
を
通
過
、

同
月
十
日
公
布
施
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
概

た
信
用
保
証
協
会
法
は
、

要
は
次
の
通
り
で
あ
る
の

付
人
絡
及
び
名
称
信
用
保
証
協
会
は
本
法
に
よ
る
特
殊
法
人
と
な
り
、
そ
の
法
律
行
為
等
に

つ
い
て
は
民
法
の
財
団
法
人
に
関
す
る
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。

協
会
は
「信
用
保
証
協
会
」
な
る
名
称
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

口
資
産
の
総
額
出
資
金
そ
の
他
の
財
産
の
最
低
額
は
政
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
(
出
資

金
は

一
千
万
円
と
な
る
見
込
〉

ω中
小
企
業
者
等
が
金
融
機
関
か
ら
資
金
の
貸
付
、
手
形
の
割
引
又
は
給
付
を
受

け
る
こ
と
等
に
よ
り
金
融
機
関
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
の
保
証

判
中
小
企
業
者
等
の
債
務
を
金
融
機
関
が
保
証
す
る
場
合
の
当
該
保
証
債
務
の
保

証
付
金
融
機
関
が
中
小
企
業
金
融
公
庫
若
し
く
は
日
本
開
発
銀
行
の
委
託
を
受
け
、

又
は
国
民
金
融
公
庫
を
代
理
し
て
中
小
企
業
者
等
に
貸
付
を
行
っ
た
場
合
、
金

融
機
関
が
中
小
企
業
者
等
の
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
L

な
る
場
合
に
お
け
る
保

証
債
務
の
保
証

大
蔵

・
通
産
両
大
臣
で
あ
る
が
、

る
こ
と
が
出
来
る
。

所
得
税
、
法
人
税
、

同
業

務

同
管

権
限
の
一
部
を
地
方
公
共
団
体
の
長
に
委
任
す

轄

同
税
法
上
の
措
置

市
町
村
民
税
、
事
業
税
は
免
除
さ
れ
る
。

【昭
和
二
十
八
年
八
月
十
五
日
】

鉄
鋼
原
材
料
並
び
に
技
術
及
び
機
械
の
輸
入
に
対
す
る
別
口
外
国
為
管
貸
付
の
適
用
金
利
の
特

例
に
つ
い
て

今
般
外
航
船
舶
の
建
造
コ
ス
ト
の
引
下
並
び
に
船
舶
の
輸
出
促
進
を
計
る
趣
旨
か
ら
造
船
用

特
殊
規
格
鋼
材
入
手
価
椅
の
瞳
減
に
資
す
る
た
め
、
政
府
の
定
め
る
造
船
コ
ス
ト
の
引
下
に
関

す
る
暫
定
措
置
要
綱
に
基
き
こ
れ
に
参
加
す
る
鉄
鋼
業
者
等
を
需
要
者
と
す
る
鉄
鋼
原
材
料

(
鉄
鉱
石
、
強
粘
結
炭
及
び
府
鉄
〉
並
び
に
技
術
及
び
機
械
の
輸
入
に
対
す
る
別
口
外
岡
為
替
貸

付
の
余
剰
を
昭
和
二
十
八
年
八
月
十
五
日
よ
り
昭
和
三
十
九
年
四
月
十
五
日
ま
で
附
利
さ
れ
る

分
に
つ
い
て
は
年
二
分
(
業
者
負
担
は
年
二
分
五
厘
を
超
え
な
い
こ
と
)
と
す
る
と
と
と
定
め
ら

れ
た
。

【昭
和
二
十
八
年
八
月
二
十
五
日
】

総
務
部
短
信

昭
和
二
十
八
年
分

F
O
B等
契
約
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
輸
入
に
か
か
る
運
賃
等
に
つ
い
て
も
別
口
外
国
為
替
貸
付

の
適
用
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て

現
在
別
口
外
国
為
替
貸
付
の
貸
付
金
額
は
輸
入
手
形
決
済
資
念
及
び
輸
入
代
金
支
払
(
前
払

を
含
む
)
の
た
め
の
送
金
資
金
と
し
て
い
る
た
め
、
輸
入
貨
物
の
運
賃
又
は
保
険
料
(
以
下
「
運

賃
等
」
と
い
う
)
は
当
該
輸
入
が
F
O
B契
約
等
に
基
い
て
な
さ
れ
る
と
ぎ
は
貸
付
金
額
中
に
含

ま
れ
ず
C
I
F契
約
の
場
合
に
比
し
金
融
上
輸
入
業
者
に
と
っ
て
不
利
と
な
っ
て
い
る
が
、
右

の
不
均
衡
を
調
整
す
る
た
め
今
般
F
O
B等
、
運
賃
等
が
輸
入
貨
物
の
代
金
と
は
別
個
に
支
払

わ
れ
る
契
約
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
輸
入
に
つ
い
て
別
口
外
国
為
替
貸
付
の
適
用
を
京
認
し
た

場
合
、
当
訟
輸
入
が
現
金
勘
定
決
済
に
か
か
る
も
の
で
且
つ
運
賃
等
の
支
払
が
当
該
輸
入
の
決

済
通
貨
と
同
じ
外
貨
建
で
な
さ
れ
る
と
き
、
及
び
特
別
決
済
勘
定
決
済
に
か
か
る
も
の
で
且
つ

迦
賃
等
が
当
該
特
別
決
済
勘
定
を
通
じ
て
決
済
さ
れ
る
と
さ
は
、
右
運
賃
等
に
つ
い
て
も
別
口

外
国
為
替
貸
付
を
認
め
、
昭
和
二
十
八
年
八
月
十
七
日
以
降
輸
入
貨
物
の
代
金
に
つ
い
て
別
口

外
国
為
替
貸
付
の
適
用
を
本
認
す
る
分
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

右
に
伴
い
、
現
在
本
邦
に
あ
る
船
会
社
又
は
保
険
会
祉
に
対
す
る
運
賃
等
の
支
払
は
為
替
管

理
上
原
則
と
し
て
円
払
と
な
っ
て
い
る
が
、
別
口
外
国
為
替
貸
付
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に

決
定
し
た

F
O
B等
輸
入
の
場
合
に
限
り
通
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
上
運
賃
等
の
外
貸
払

(オ
ー
プ
ン
勘
定
決
済
に
か
か
る
も
の
を
除
く
。
)
が
認
め
ら
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。
な
お
船
会

社
及
び
保
険
会
社
が
右
外
貨
払
制
実
施
に
よ
り
取
得
し
た
外
貨
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
、
船

会
社
及
び
保
険
会
社
の
外
貨
預
金
保
有
限
度
を
設
定
す
る
と
共
に
そ
の
使
用
状
況
を
審
査
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。

円
昭
和
二
十
八
年
八
月
二
十
五
日
】

九

月

高
率
適
用
手
続
の
運
用
強
化
に
つ
い
て

今
般
第
三

・
四
半
期
に
お
け
る
政
資
の
大
幅
撒
趨
に
対
処
す
る
瞥
定
措
置
と
し
て
、
高
率
適

用
手
続
の
運
用
を
抗
の
通
り
強
化
し
、
十
月

一
日
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

付
取
引
先
に
対
す
る
第
一
}
了

四
半
期
の
限
度
額
は
従
来
の
算
定
方
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
最

低
歩
合
適
用
隈
度
額
及
び
第

一
次
高
率
適
用
限
度
額
の
夫
々
凹

O
箔
(以
下
制
整
事
と
い
う
)

相
当
額
と
す
る
こ
と
。

同
本
制
度
の
弾
力
的
運
用
を
図
る
た
め
必
要
あ
る
一場
合
は
期
中
に
お
い
て
も
調
整
率
を
変
更

す
る
こ
と
が
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

門昭
和
二
十
八
年
九
月
十
五
日
】

-'--ノ、



付

録

中
小
企
業
金
融
公
庫
の
発
足
に
つ
い
て

中
小
企
業
金
融
公
庫
は
本
月
十
一
日
よ
り
業
務
を
開
始
し
た
が
、
業
務
の
概
要
は
次
の
通
り

で
あ
る
。
な
お
公
障
が
開
発
銀
行
の
中
小
企
業
貸
付
債
権
を
承
継
す
る
の
は
目
下
の
処
十
月
末

が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

付
貸
付
先
の
範
囲

中
小
企
業
者
と
し
、
政
令
で
定
め
る
十
七
業
砲
で
も
者
修
、
遊
興
、
娯
楽
等
に
一日
一
る
よ
う

な
も
の
を
除
念
、
又
資
本
金
一
千
万
円
以
下
、
従
業
員
三
百
人
以
下
で
も
実
質
上
大
企
業
で

あ
る
も
の
を
除
〈
。

同
貸
付
金
の
使
途

設
備
資
金
及
び
長
期
運
転
資
金
で
、
企
業
合
理
化
に
効
果
が
あ
り
、
且
つ
そ
の
合
理
化
の

成
果
が
困
民
経
消
の
維
持
発
展
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。

同

利

率
年
一
一
割
、
但
し
自
転
車
産
業
向
貸
付
は
年
七
分
五
座
。

岡

償

還

則

限

一
年
以
上
五
年
以
内
と
し
、
一
年
以
内
の
加
世
州
問
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

伺
貸
付
金
制
の
限
度

}
貸
付
先
に
つ
き
、
開
発
銀
行
か
ら
の
氷
縦
分
を
含
め

一
千
万
円
(
中
小
企
業
等
協
同
組

合
、
訓
距
組
合
又
は
調
整
組
合
連
合
会
は
三
千
万
円
)
以
下
と
す
る
が
、
差
当
り
三
百
万
円

程
度
を
目
途
と
す
る
。

伺

貸

付

方

法

差
当
り
左
の
一
一
方
式
の
代
理
貸
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

ω
申
方
式
(
貸
付
の
決
定
を
含
む
貸
付
に
附
す
る
業
務
を
代
行
)

代
現
金
融
機
関
の
保
証
武
任
八
制

間
乙
方
式
(
貸
付
の
決
定
右
除
く
貸
付
に
附
す
る
慨
公
務
を
代
行
)

代
理
金
融
機
関
の
保
証
責
任
三
剖

同
業
務
の
委
託
先

差
当
り
地
銀
、
相
互
銀
行
、
信
用
金
昨
(
以
上
何
れ
も
現
在
の
開
銀
の
委
託
先
)
の
外
、
興

銀
、
商
中
と
す
る
。

同
委
託
手
数
料

突
収
利
息
に
対
し
左
の
料
率
・
を
乗
じ
た
も
の
と
す
る
。

.ム.
ノ、

甲
方
式

四
割
五
分

四

割

乙
方
式

三

割

-
一
割
五
分

制

一
件
の
貸
付
金
額

二一
百
万
円
以
下
の
も
の

三
百
万
円
を
超
え
る
も
の

代
理
屈
に
対
す
る
資
金
枠
の
配
分

代
理
府
に
対
す
る
資
金
枠
の
配
分
は
十
月
以
降
と
し
、
九
月
は
枠
を
設
け
な
い
。

な
お
、
九
月
以
降
十
二
月
末
、
迄
の
融
資
問
ゆ
込
は

E
O億
円
、
来
年
一
月
以
降
は
毎
月
一
五

億
円
程
度
融
資
の
計
凶
で
あ
る
。

【
附
和
二
十
八
年
九
月
十
五
日
】

十

月

手
形
割
引
市
場
の
育
成
に
つ
い
て

手
形
割
引
市
場
の
育
成
措
置
を
強
化
し
て
地
方
銀
行
等
余
資
の
同
市
場
導
入
を
促
進
す
る
た

め
、
今
般
短
資
業
者
(
上
回
、
山
根
及
び
東
京
の
三
社
)
が
紡
績
十
社
握
出
輸
入
物
資
引
取
資
金

関
係
ス
タ
ン
プ
手
形
を
直
接
割
引
き
、
こ
れ
を
地
方
銀
行
等
へ
売
却
す
る
扱
を
認
め
(割
引
歩

合
は
、
設
当
り
短
資
業
者
貿
日
歩
二
銭
二
.
皿
乃
至
二
銭
一
座
主
毛
、
先
日
歩
二
銭
一
盟
主
毛
乃

歪
二
銭

一
座
砲
肢
を
目
以
と
し
、
今
後
の
コ

!
ル

・
レ
1
ト
の
低
落
に
応
じ
て
順
次
引
下
げ
て

ゆ
〈
ょ
う
指
導
す
る
)
、
本
行
と
し
て
は
布
に
伴
う
短
資
業
者
の
一
時
的
資
令
不
足
尻
に
つ
き

短
資
業
者
に
対
す
る
手
形
売
買
に
伴
う
資
金
に
つ
い
て
の
貸
出
限
度
額
(
現
在
各
社
五
億
円
計

一
五
億
円
)
の
範
囲
内
に
お
い
て
繋
ぎ
資
金
を
供
給
し
、

又
本
件
手
形
を
買
入
れ
た
地
方
銀
行

等
に
対
し
て
も
必
要
に
応
じ
当
該
手
形
担
保
の
貸
付
に
応
ず
る
こ
と
与
し
、
本
件
手
形
売
買
の

円
滑
化
を
促
進
す
る
こ
と
L
な
っ
た
。

な
お
右
に
伴
い
卜
一
回
、
山
根
及
び
東
京
の
三
煩
資
業
者
に
対
し
て
も
ス
タ
ン
プ
手
形
取
扱
要

項
に
よ
る
ス
タ
ン
プ
押
掠
の
依
頼
に
応
じ
得
る
こ
と
L

し
、
間
取
扱
要
項
に
所
要
の
改
正
を
実

施
し
た
。

【附
和
二
十
八
年
十
月
五
日
】

槍
入
決
済
手
形
の
取
扱
方
に
つ
い
て

不
要
不
急
品
等
の
輸
入
金
融
に
所
要
の
調
絡
を
加
え
る
た
め
、
今
般
輸
入
決
抗
手
形
の
取
股

上
適
用
品
目
を
左
に
よ
り
制
限
す
る
こ
と
L
し
、
十
月
十
五
日
ス
タ
ン
プ
押
捺
依
頼
分
よ
り
実

施
す
る
こ
と
L
し
た
。

な
お
右
実
施
と
例
行
し
て
、
輸
入
決
済
手
形
制
度
の
辺
用
に
当
つ
て
は
、
一
般
に
当
該
輸
入

口
聞
の
回
転
速
度
、
輸
入
業
者
の
金
繰
り
等
を
勘
案
し
、
出
来
得
る
限
り
手
形
期
間
を
短
a
制
す
る

よ
う
取
引
先
金
融
機
関
を
指
導
す
る
こ
と
L

な
っ
た
。



付
審
修
品
、
不
要
不
急
品
及
び
そ
の
他
一
部
の
完
成
田
川
に
つ
い
て
は
、
輸
入
決
済
手
形
制
度

を
適
用
し
な
い
扱
と
す
る
と
主
。

伺
輸
入
決
請
手
形
の
ス
タ
ン
プ
押
捺
に
当
つ
て
は
、
ス
タ
ン
プ
押
捺
を
依
頼
す
る
融
資
金
融

機
関
よ
り
提
出
す
る
ス
タ
ン
プ
押
捺
依
頼
書
の
適
宜
の
個
所
に
商
品
名
を
記
戟
せ
し
め
、
適

用
品
目
の
確
認
に
資
す
る
扱
と
す
る
こ
と
。

【昭
和
三
十
八
年
十
月
十
五
日
M

輸
入
原
綿
及
び
原
毛
引
取
資
金
関
係
ス
タ
ン
プ
手
形
の
手
取
期
間
短
縮
並
び
に
輸
入
原
油
及
び

脱
脂
綿
用
原
綿
引
取
資
金
関
係
ス
タ
ン
プ
手
形
の
廃
止
に
つ
い
て

輸
入
金
融
に
対
す
る
調
整
措
置
の
一
環
と
し
て
輸
入
物
資
引
取
資
金
関
係
ス
タ
ン
プ
手
形
の

手
形
矧
闘
を
極
力
短
縮
し
、
特
に
製
品
在
庫
期
間
及
び
売
掛
期
間
相
当
期
聞
は
原
則
と
し
て
手

形
期
間
よ
り
除
〈
こ
と
L
す
る
と
共
に
、
緊
要
度
の
乏
し
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は

右
制
度
の
適
用
を
廃
止
す
る
趣
旨
の
下
に
、
差
当
り
原
綿
、
原
毛
、
原
油
及
び
脱
脂
綿
岡
原
綿

関
係
引
取
資
金
に
つ
い
て
検
討
の
結
果
、
左
の
通
り
措
置
す
る
こ
と
に
決
定
し
、
十
月
二
十
日

ス
タ
ン
プ
押
掠
依
頼
分
よ
り
実
施
し
た
。

付
輸
入
原
綿
及
び
原
毛
引
取
資
金
関
係
ス
タ
ン
プ
手
形
の
手
形
期
間
四
ヶ
月
及
び
五
ヶ
月
以

内
を
夫
々
一一
一
ヶ
月
及
び
四
ヶ
月
以
内
に
改
め
る
こ
と
。

仲
輸
入
原
油
及
び
脱
脂
綿
用
原
綿
引
取
資
金
に
対
す
る
ス
タ
ン
プ
手
形
制
度
の
適
用
を
廃
止

す
る
ζ
と。

円
昭
和
二
十
八
年
十
月
ご
十
六
日
】

輸
出
手
形
保
険
に
付
保
さ
れ
た
期
限
付
輸
出
手
形
に
つ
き
外
国
為
替
引
当
貸
付
制
度
の
適
用
に

フ
い
て

今
般
政
府
に
お
い
て
は
、
外
国
為
替
銀
行
の
荷
為
替
手
形
の
買
取
に
つ
き
生
ず
る
危
険
を
担

保
す
る
輸
出
手
形
保
険
を
創
設
八
月
一
日
よ
り
実
施
し
た
が
、
右
輸
出
手
形
保
険
に
付
保
さ
れ

た
三
ヶ
月
以
内
の
期
限
付
外
貨
表
示
輸
出
手
形
に
つ
引
き
、
左
の
要
領
に
よ
り
外
国
為
替
引
当
貸

付
制
度
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
与
し
、
外
国
為
替
引
当
貸
付
手
続
中
一
部
を
改
正
の
上
十

一
月

一
日
よ
り
ι
実
施
す
る
と
と
L
な
っ
た
。

な
お
、
木
件
は
差
当
り
中
南
米
諸
国
向
輸
出
に
伴
う
も
の
に
限
り
適
用
す
る
こ
と
与
し
、
又

そ
の
う
ち
一
覧
後
定
期
払
手
形
に
つ
い
て
は
適
宜
輸
出
契
約
書
写
等
に
よ
り
.
手
形
到
着
後
遅
、
治

な
く
引
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
と
確
認
し
得
る
も
の
に
限
り
そ
の
対
象
と
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。

付

輸
出
手
形
保
険
に
付
保
さ
れ
た
輸
出
手
形
の
う
ち
、
三
ヶ
月
以
内
の
期
限
付
外
貨
表
示
手

形
の
み
を
対
象
と
し
、
一
覧
払
手
形
及
び
邦
貨
表
示
手
形
は
対
象
と
し
な
い
こ
と
。

総
務
部
短
信

昭
和
二
十
八
年
分

同
引
当
外
国
為
替
手
形
の
確
認
に
当
つ
て
は
、
確
認
依
頼
人
よ
り
信
用
状
に
基
く
輸
出
手
形

の
場
合
に
提
出
せ
し
め
て
い
る
信
用
状
写
に
代
え
、
当
該
手
形
が
輸
出
手
形
保
険
に
付
保
さ

れ
て
い
る
こ
と
-
E
確
認
す
る
に
足
る
書
類
を
提
出
せ
し
め
、
輸
出
手
形
保
険
に
付
保
さ
れ
た

輸
出
手
形
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
。

伺
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
現
行
通
り
と
す
る
と
と
。

【
昭
和
二
十
八
年
十
月
二
十
六
日
】

別
口
外
国
為
替
貸
付
の
適
用
品
目
の
整
理
及
び
貸
付
期
間
の
短
縮
に
つ
い
て

別
口
外
国
為
替
貸
付
実
施
の
背
景
と
な
っ
て
い
た
硝
資
金
及
び
特
別
決
消
勘
定
に
か
L
る
外

貨
債
権
の
累
積
並
び
に
磁
地
域
及
び
特
別
決
街
勘
定
地
域
よ
り
の
輸
入
物
資
の
割
高
等
の
事
情

は
、
既
に
一
部
の
例
外
を
除
い
て
は
殆
ど
消
滅
し
、

一
方
適
用
対
象
品
目
の

一
部
に
は
在
庫
過

剰
の
現
象
も
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
際
輸
入
貿
易
金
融
の
正
常
化
を
図
り
・
労
1
最
近
の
企
融
経

済
情
勢
に
対
処
す
る
た
め
現
行
の
別
口
外
国
為
替
貸
付
の
適
用
品
目
を
整
理
し
、
併
せ
て
貸
付

期
間
を
矩
縮
す
る
ζ
と
L

し
、
適
用
品
目
及
び
貸
付
期
聞
は
左
に
よ
る
こ
と
に
改
め
十
月
十
七

日
貸
付
一
本
認
申
込
分
よ
り
実
施
し
た
。

付
適
用
品
目

ω
技
術
、
機
械
関
係

基
礎
索
材
の

コ
ス
ト
を
引
下
げ
る
た
め
の
合
理
化
に
必
製
な
技
術
(
註
)
及
び
機
械
(
特

に
鉄
鋼
、
電
力
、
石
炭
に
関
す
る
も
の
)
の
内
個
々
に
審
査
の
上
伺
定
し
た
も
の

(
註
〉
特
許
様
、
設
計
図
等

防
原
材
料
関
係

仰

鉄

鉱

石

制

強

粘

結

炭

川
刊
屑
鉄
、
但
し
礁
及
び
オ
ー
プ
ン
地
域
よ
り
輸
入
す
る
も
の
に
限
る

村

イ

γ
ド
、
不
シ
ア
よ
り
輸
入
す
る
生
ゴ
ム
及
び
ラ
テ
ッ
ク
ス
、
油
脂
原
料
(
コ
プ
ラ
、
ヵ

ポ
ツ
ク
種
、
落
花
生
、
パ
l
ム
袖
〉
、
ボ
ー
キ
サ
イ
ト
、
錫
城
、
原
油
及
び
阿
製
品
、
木
材

伺

貸

付

期

間

輸
入
手
形
等
到
着
又
は
送
金
後
(
送
金
が
船
積
書
類
等
到
着
後
に
行
わ
れ
る
場
合
に
は
船

積
普
類
等
到
着
後
〉
夫
々
左
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。

山
技
術
及
び
機
械

一
ヶ
年
以
内
の
必
要
最
短
期
間

_L. 
ノ、



，付

録

な
お
、
す
で
に
貸
出
実
行
中
の
技
術
及
び
機
械
関
係
分
で
、
貸
付
期
間
が

一
ヶ
年
以
上

に
亘
る
も
の
と
予
定
さ
れ
る
分
に
つ
い
て
は
、
期
間
の
可
及
的
短
諭
を
図
る
も
の
と
す

る。

ワ臼

鉄
鉱
石
、
強
粘
結
炭
及
び
屑
鉄

五
ヶ
月
以
内
の
必
要
最
短
期
間

但
し
輸
入
決
済
手
形
制
度
に
お
け
る
四
ヶ
月
適
用
地
域
か
ら
の
輸
入
の
場
合
は
六
ヶ
月

以
内
の
必
要
最
短
期
間

間
生
ゴ
ム
及
び
ラ
テ
ッ
ク
ス

四
ヶ
月
以
内
の
必
要
最
知
期
間

油
脂
原
料
〈
コ
プ
ラ
、
カ
ポ
ッ
ク
種
、
落
花
生
、
パ
l

ム
油
)

三
ヶ
月
以
内
の
必
要
最
短
期
間

錫

塊

五
ヶ
月
以
内
の
必
要
最
短
期
間

J

ボ
ー
キ
サ
イ
ト

五
ヶ
月
以
内
の
必
要
最
知
期
間

原
油
及
び
同
製
品

三
ヶ
月
以
内
の
必
要
最
短
期
間

木

材
四
ヶ
月
以
内
の
必
要
最
短
期
間

(4) (5) (6) (7) (8) 

【
附
和
二
十
八
年
十
月
二
十
六
日
】

十

二

月

第
四
・
四
半
期
に
お
け
る
高
率
適
用
手
続
の
運
用
に
つ
い
て

第
四

・
四
半
畑
の
諸
情
勢
に
対
処
し
、
頃
来
の
金
融
方
針
を
継
続
す
る
た
め
、
高
率
適
用
手

続
を
左
に
よ
り
運
用
し
、

一
月
四
日
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
四

・
四
半
期
に
お
け
る
取
引
先
に
対
す
る
最
低
歩
合
適
用
限
度
額
及
び
第

一
次
両
市
中
適
用

限
度
額
は
、
従
来
の
鉢
定
方
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
右
限
・位
制
の
夫
々
一二
O
%相
当
制
と
す
る

こ
と
。

【
昭
和
二
十
八

yfγ
二
月
二
十
五
日
】

明
年
度
に
お
け
る
農
業
手
形
制
度
の
実
施
に
つ
い
て

農
家
経
済
の
現
状
に
鋸
み
、
農
業
手
形
制
度
及
び
木
行
に
お
け
る
農
業
手
形
の
取
扱
要
項
を

現
行
の
他
引
統
合
明
年
度
に
お
い
て
も
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

六
三
四

但
し
、
農
家
の
借
入
を
認
め
る
時
期
(
農
手
の
始
期
〉
に
閑
し
制
度
運
用
上
の
特
例
と
し
て
、

早
場
米
地
帯
に
準
ず
る
関
東
各
都
県
及
び
岐
阜
、
長
野
、
山
梨
の
三
県
内
の
農
家
に
つ
い
て
は

作
付
品
種
等
も
勘
案
の
上
所
定
の
借
入
期
間
ハ
十
一
ヶ
月
)
内
に
供
米
代
金
等
に
よ
っ
て
決
済
確

実
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り

一
月
十
六
日
か
ら
の
借
入
を
認
め
得
る
扱
と
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
な
お
、
本
制
度
に
よ
る
市
中
貸
出
金
利
の
最
高
限
度
に
つ
い
て
も
現
行
迎
り
指
導
す
る
こ

と
と
し
た
。

【
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
二
十
五
日
】

昭
和

二
十
九
年
分

月

輸
入
決
済
手
形
及
び
輸
入
運
賃
手
形
の
割
引
を
同
手
形
を
担
保
と
す
る
手
形
貸
付
に
直
正

現
在
本
行
総
貸
出
食
中
高
率
適
用
貸
出
は
略
ー
そ
の
半
ば
に
過

F
沿
い
一
方
、
高
率
適
用
外

貸
出
は
今
後
輸
入
決
済
手
形
等
の
噌
協
を
主
因
に
漸
増
す
る
見
込
で
あ
り
、
従
っ
て
高
率
適
用

手
続
の
運
用
強
化
の
み
を
以
て
し
て
は
充
分
所
期
の
効
果
を
挙
げ
雌
い
突
情
に
あ
る
の
で
、
こ

れ
が
柿
完
措
置
と
し
て
輸
入
決
済
手
形
及
び
輸
入
運
賃
手
形
の
訓
引
を
同
手
形
を
担
保
と
す
る

手
形
貸
付
に
改
め
、
且
つ
木
件
貸
付
を
高
率
適
用
手
続
の
対
象
外
と
し
、

一
月
十
六
日
以
降
ス

タ
ン
プ
押
捺
依
頼
分
か
ら
実
施
す
る
と
と
と
な
っ
た
。

但
し
、
経
過
陥
債
と
し
て
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
三
十

一
日
以
前
に
開
設
さ
れ
た
信
用
状
に

基
く
輸
入
決
済
手
形
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て
通
知
す
る
迄
従
来
通
り
割
引
に
応
じ
得
る
こ
と
と

し
た
。本

件
実
施
に
伴
い
在
日
外
国
銀
行
よ
り
手
形
貸
付
取
引
の
開
始
方
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、

輸
入
決
済
手
形
又
は
輸
入
連
賃
手
形
を
担
保
と
す
る
手
形
貸
付
を
認
め
得
る
扱
と
す
る
こ
と
と

し
た
。な

お
、
本
件
手
形
に
つ
い
て
は
輸
出
前
貸
手
形
制
肢
が
準
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
担
保

側
柑
は
手
形
金
一
徹
の
九
割
五
分
以
内
、
貸
付
利
子
歩
合
は
「
国
債
、
ス
タ
ン
プ
手
形
及
び
輸
出

前
貸
手
形
等
を
担
保
と
す
る
貸
付
利
子
歩
合
」
(
日
歩
一
銭
七
郎
以
上
)
に
よ
る
と
と
と
な
り
、

又
臨
時
金
刺
訓
盤
法
に
よ
る
銀
行
の
貸
出
利
率
最
高
限
度
は
H
歩
一
銭
九
駆
と
す

る
こ
と
と

し、

一
件
の
金
瓶
一白
万
円
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
も
右
最
同
限
度
を
適
朋
し
、
政
策
委
員
会
の

示
認
に
よ
っ
て
脊
替
継
続
に
よ
り
六
ヶ
月
を
越
え
る
貸
出
に
対
し
一
鹿
市
を
認
め
る
扱
は
行
わ

な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

【昭
和
二
十
九
年

一
月
十
六
日
】


